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　第５回議会及び農業委員会の委員の任期等検討

小委員会が、4月12日、美方町総合センターにお

いて開催されました。 

　今月はこのことを中心にお知らせします。 

　詳しくは2ページ以降をご覧ください。 

農業委員配分は
 

　　美方・村岡１
２、香住８ 

農業委員配分は
 

　　美方・村岡１
２、香住８ 

農業委員配分は
 

　　美方・村岡１
２、香住８ 

農業委員配分は
 

　　美方・村岡１
２、香住８ 

美方町・村岡町・香住町 



○
　
農
業
委
員
会
の
委
員
の
任
期

　
　
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て 

 

　
農
業
委
員
に
つ
い
て
は
、
前
々

回
の
委
員
会
で
確
認
さ
れ
た
定
数

20
人
（
選
挙
に
よ
り
選
出
さ
れ
る

委
員
数
）
の
配
分
と
配
分
方
法
に

つ
い
て
協
議
さ
れ
ま
し
た
。 

　
新
町
に
１
つ
の
農
業
委
員
会
と

し
ま
す
が
、
地
域
が
広
範
で
あ
る

た
め
、
選
挙
区
を
美
方
町
と
村
岡

町
を
合
わ
せ
た
区
域
、
香
住
町
の

区
域
の
２
つ
を
設
け
ま
す
。
選
挙

区
ご
と
の
委
員
数
は
、
農
業
委
員
・

有
権
者
数
割
50
％
、
農
地
面
積

割
50
％
で
按
分
し
、
美
方
町
と

村
岡
町
を
合
わ
せ
た
区
域
で
12
人
、

香
住
町
の
区
域
で
８
人
と
す
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。 

　
な
お
、
選
任
委
員
は
農
協
推
薦

委
員
１
人
、
議
会
推
薦
委
員
は
５

人
以
内
と
な
り
ま
す
。 

　
４
月
12
日
、
美
方
町
総
合
セ

ン
タ
ー
に
お
い
て
、
第
５
回
議
会

の
議
員
及
び
農
業
委
員
会
の
委
員

の
任
期
等
検
討
小
委
員
会
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。 

　
前
回
に
引
き
続
き
、
議
会
の
議

員
、
農
業
委
員
会
の
委
員
の
任
期

等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
協
議
が
行

わ
れ
ま
し
た
。 

 

○
　
議
会
の
議
員
の
任
期
等
の
取

　
　
扱
い
に
つ
い
て 

 

　
前
回
の
継
続
審
議
と
な
っ
て
い

た
新
町
の
議
員
定
数
と
選
挙
区
、

在
任
特
例
の
適
用
に
つ
い
て
協
議

さ
れ
ま
し
た
。 

　
前
回
の
各
町
議
会
議
長
の
意
向

を
参
考
に
し
た
意
見
交
換
に
引
き

続
き
、
今
回
、
委
員
か
ら
次
の
意

見
交
換
が
な
さ
れ
ま
し
た
。 

①
　
合
併
特
例
法
に
よ
る
在
任
特

例
は
適
用
し
な
い
で
、
原
則
と
し

て
合
併
後
50
日
以
内
の
設
置
選

挙
を
行
う
こ
と
で
理
解
し
て
い
た

だ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
の
共
通

し
た
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。 

②
　
定
数
に
つ
い
て
は
、
類
似
団

体
と
の
比
較
、
激
変
緩
和
の
観
点

等
か
ら
定
数
は
18
人
〜
26
人
の

範
囲
内
で
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま

し
た
。 

③
　
選
挙
区
に
つ
い
て
は
、「
人

口
の
少
な
い
地
域
の
声
を
反
映
す

る
に
は
小
選
挙
区
が
い
い
の
で
は

な
い
か
。」「
大
選
挙
区
制
が
ベ
ス

ト
だ
が
、
合
併
後
、
最
初
の
一
期

だ
け
小
選
挙
区
制
に
し
て
は
ど
う

か
。」
な
ど
、
新
町
一
選
挙
区
と

す
る
大
選
挙
区
制
と
旧
町
単
位
の

小
選
挙
区
制
に
つ
い
て
の
意
見
が

述
べ
ら
れ
ま
し
た
。 

 

　
こ
れ
ら
の
意
見
に
基
づ
き
、
次

回
の
小
委
員
会
で
継
続
し
て
協
議

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

小
委
員
会
の
報

小
委
員
会
の
報
告 
小
委
員
会
の
報

小
委
員
会
の
報
告 
小
委
員
会
の
報
告 
小
委
員
会
の
報
告 

第
３
回
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員
及
び
農
業

第
３
回
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農
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委
員
会
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委
員
の
任
期
等
検
討

委
員
会
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委
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任
期
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検
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小
委
員
会
を
開
催

小
委
員
会
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５
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５
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討
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催
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５
回
議
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農
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委
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会
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検
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小
委
員
会
を
開
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●現在の関係３町の議会議員の定数・任期 

● 現在の関係３町の農業委員会委員の定数・任期 

美方町 ２,６４０ ６６.１０ １４ 

１８ 

２２ 

２０ ２０ ２０ ６０ 

１０ １２ １２ ３４ 

９ １２ １２ ３３ 

１ １ １ ３ 

３ ２ ３ ８ 

５４ 

１６５.６６ 

１３７.２０ 

３６９.０２ 

６,６３３ 

１３,９９８ 

２３,２７１ 

町 名 人 口 
（Ｈ12年国勢調査） （人） 

自治法定数 （人） 

（人） 

１２ 

１６ 

１６ 

４４ 

条例定数 （人） 

１２ 

１６ 

１６ 

Ｈ19.4.29

Ｈ19.4.29

Ｈ19.4.29

Ｈ18.9.11 Ｈ18.9.30 Ｈ19.3.23

４４ 

現員数 （人） 任 期 

任 　 期 

区 　 分 

農委法定数 

条 例 定 数 

現員数 

法第12条１号 
（農協推薦委員） 
法第12条２号 
（議会推薦委員） 

村岡町 

香住町 

美方町 村岡町 香住町 合 計 

合 計 

面 積 （㎞） ２ 

選

　

挙 

選

任 

▲第５回議会の議員及び農業委員会の委員の 
　任期等検討小委員会の様子 

－２－ 



　
３
町
合
併
に
伴
い
、３
町
に
共
通

す
る
公
共
的
団
体
等
の
統
一
へ
の

取
り
組
み
を
紹
介
し
ま
す
。 

 

○ 

３
町
社
協
合
併
協
が
４
月
14 

　
　
日
に
発
足 

 

　
美
方
、村
岡
、香
住
の
３
町
に
そ

れ
ぞ
れ
あ
る
社
会
福
祉
協
議
会
の

合
併
に
つ
い
て
話
し
合
う「
美
方
町
・

村
岡
町
・
香
住
町
社
会
福
祉
協
議

会
合
併
協
議
会
」の
発
足
式
と
初

会
合
が
４
月
14
日
、香
住
町
地
域

福
祉
セ
ン
タ
ー
で
開
か
れ
ま
し
た
。

３
町
の
合
併
協
議
に
伴
う
設
置
で
、

平
成
17
年
３
月
１
日
の
新
町
社
協

発
足
を
目
指
し
て
協
議
が
進
め
ら

れ
ま
す
。 

　
３
町
の
合
併
に
合
わ
せ
て
社
協

も
統
合
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か

ら
、今
年
の
１
月
に
検
討
会
を
立

ち
上
げ
、準
備
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

各
社
協
で
は
３
月
に
理
事
会
と
評

議
会
を
開
き
、合
併
協
の
設
置
を

承
認
し
ま
し
た
。 

　
同
合
併
協
は
、各
町
社
協
か
ら

選
出
さ
れ
た
理
事
や
評
議
員
な
ど

計
十
五
人
で
構
成
さ
れ
、会
長
に

は
香
住
町
社
協
の
田
中
秀
春
理
事

長
、副
会
長
に
は
美
方
町
社
協
の

井
口
松
茂
会
長
と
村
岡
町
社
協
の

小
谷
博
会
長
の
２
人
が
選
ば
れ
ま

し
た
。合
併
協
事
務
局
は
同
セ
ン

タ
ー
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。 

　
発
足
式
で
は
、田
中
会
長
が「
各

町
で
取
り
組
ん
で
い
る
特
色
あ
る

福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
生
か
し
な
が
ら
、

統
一
の
目
標
や
理
念
を
掲
げ
て
協

議
を
進
め
た
い
」と
あ
い
さ
つ
し
ま

し
た
。副
会
長
や
来
賓
の
各
町
長

ら
と
共
に
、同
セ
ン
タ
ー
玄
関
に

看
板
を
掲
げ
ら
れ
ま
し
た
。続
い

て
開
か
れ
た
初
会
合
で
は
、合
併

協
議
会
規
約
や
本
年
度
予
算
案
な

ど
12
件
を
承
認
さ
れ
ま
し
た
。 

　
次
回
以
降
、合
併
方
式
や
事
務

所
位
置
、福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
維
持

継
続
、財
源
の
確
保
な
ど
、具
体
的

な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
話
し
合
い
が

行
わ
れ
ま
す
。 

  

●３町の農業委員会有権者数等の現状 

農業委員会有権者数（人） 

区　　　分 美方町 

農 地 面 積（ha） 

農 家 戸 数（戸） 

－ 

500ha以上 

1,058

159

371

村岡町 

1,583

464

935

香住町 

1,836

385

746

合　計 

4,477

1,008

2,052

2,641

623

1,306600戸以上 

選挙区の基準 
（注１） 

小　　計 
（美方・村岡） 

●新町での選挙により選出される農業委員会の委員20人の按分方法 

農業委員会有権者数（50％） 

区　　　分 定数（人） 

計 

美方町・村岡町 
の 区 域（人） 

香 住 町 
の区域（人） 

農 地 面 積（50％） 

（5.90） ６ 

（6.18） ６ 

（12.08） 12

（4.10） ４ 

（3.82） ４ 

（7.92） ８ 

10

10

20

＊農業委員会有権者数は、平成16年３月31日現在 

(注１ ) 選挙区を設ける場合
には、１選挙区には、農地
面積が５００ha以上又は、
農家戸数が６００戸以上あ
ることが必要です。 

※平成16年4月1日から事務局体
制が、次のとおりとなりました。各
町から新しく派遣された職員は、中
村貴志（美方町）、吉村松雄（村岡町）、
川戸英明（香住町）の3名です。 

美方町・村岡町・香住町合併協議会事務局組織図 美方町・村岡町・香住町合併協議会事務局組織図 
事務局長　藤原進之助 

事務局次長　岸本　典明 

電
算
・
情
報
係
長 

清
水
　
幸
信 

◆
電
算
シ
ス
テ
ム
統
合
・ 

地
域
情
報
化
に
関
す
る

こ
と 

第
２
調
整
係
長 

吉
村
　
松
雄 

◆
住
民
、
環
境
、
保
健
医
療
、

福
祉
関
係
事
務
事
業
の
取

扱
い
な
ど 

第
１
調
整
係
長 

邊
見
　
泰
正 

◆
議
会
、
総
務
、
企
画
、
税

務
関
係
事
務
事
業
の
取
扱
い

な
ど 

計
画
係
長 

穴
田
　
康
成 

◆
新
町
ま
ち
づ
く
り
計
画
、

財
政
計
画
に
関
す
る
こ
と 

総
務
係
長 

次
長
兼
務 

総
務
係
員 

川
戸
　
英
明 

総
務
係
員 

中
村
　
貴
志 

事
務
補
助
職
員 

山
本
　
純
子 

◆
合
併
の
手
続
き
、
協
定
書
の
作
成
、 

各
種
会
議
の
運
営
、
会
議
録
の
作
成 

及
び
閲
覧
、
広
報
に
関
す
る
こ
と
な 

ど 

第
３
調
整
係
長 

第
１
調
整
係
長
兼
務 

第
３
調
整
係
員 

田
尻
　
幸
司 

◆
農
林
水
産
、
商
工
・
観
光
、 

建
設
、
水
道
・
下
水
道
、
学

校
教
育
、
社
会
教
育
関
係
事

務
事
業
の
取
扱
い
な
ど 

－３－ 

関
連
事

関
連
事
項 

関
連
事

関
連
事
項 

関
連
事
項 



－４－ 

－合併協定項目の協議状況－ －合併協定項目の協議状況－ 

合併の方式 

合併の期日 

新町の名称 

新町の事務所の位置 

財産の取扱い 

新町まちづくり計画 

地域審議会の取扱い 

議会の議員の定数及び任期の取扱い 

農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い 

一般職の職員の身分の取扱い 

一部事務組合等の取扱い 

地方税の取扱い 

特別職の身分の取扱い 

条例、規則等の取扱い 

事務組織及び機構の取扱い 

使用料、手数料等の取扱い 

公共的団体等の取扱い 

補助金、交付金等の取扱い 

字名の取扱い 

慣行の取扱い 

国民健康保険事業の取扱い 

介護保険事業の取扱い 

消防団の取扱い 

各種事務事業の取扱い 

①議会関係事務事業の取扱い 

②総務関係事務事業の取扱い 

③企画関係事務事業の取扱い 

④税務関係事務事業の取扱い 

⑤住民関係事務事業の取扱い 

⑥環境関係事務事業の取扱い 

⑦保健医療関係事務事業の取扱い 

⑧福祉関係事務事業の取扱い 

⑨農林水産関係事務事業の取扱い 

⑩商工観光関係事務事業の取扱い 

⑪建設関係事務事業の取扱い 

⑫水道・下水道関係事務事業の取扱い 

⑬学校教育関係事務事業の取扱い 

⑭社会教育関係事務事業の取扱い 

⑮電算システム関係事業の取扱い 

⑯その他協議が必要な事業の取扱い 

平成16年４月20日現在 

合 併 協 定 項 目 

基本項目 

合併特例法 
規定項目 

その他の 
協議項目 

協議 確認 

【発行】　美方町・村岡町・香住町合併協議会 
【住所】　〒667ー1368 
　　　　兵庫県美方郡村岡町入江７１１番地の２（村岡町射添会館内） 
　　　　電　話（０７９６）９９ー５０５０ 
　　　　ＦＡＸ（０７９６）９５ー０２２１ 
　　　　Ｅ-mail　mmk３ｔ-gappei@fine.ocn.ne.jp
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３町の人口・世帯・面積等 

※平成16年４月１日現在 

【香住町】 

【美方町】 

【村岡町】 
人口：6,632人 
世帯：2,043世帯 
面積：165.66km2

人口：13,876人 
世帯：4,030世帯 
面積：137.20km2

人口：2,599人 
世帯：920世帯 
面積：66.16　 km2

人口：23,107人 
世帯：6,993世帯 
面積：369.02km2

３町の計 

合併協議会だより 

ホームページをご覧ください ホームページをご覧ください ホームページをご覧ください 
　ホームページでは、会議資料や会議録などを

公開する他、合併に関するご意見・ご質問など

も受付しています。ぜひご覧ください！ 

http://www.mmk3t-gappei.com/
ホームページアドレス 

合併協議会等のご案内 合併協議会等のご案内 合併協議会等のご案内 

※都合により変更になることがあります。 

日　　時 平成16年５月19日（月） 
午後１時30分～ 

場　　所 美方町総合センター 

○第８回新町の事務所の位置等検討小委員会 

日　　時 平成16年６月９日（水） 
午後１時30分～ 

場　　所 香住町文化会館 

○第９回合併協議会 

合併協議会は傍聴できます 合併協議会は傍聴できます 
　合併協議会は原則公開のため傍聴できます。傍聴
を希望される方は協議会の開催時間の１５分前まで
に会場にお出でいただき受付を済ませてください。 
　傍聴証をお渡しします。 

〔傍聴の注意事項〕 
　会議や周囲の人に迷惑をかけるなどの行為がある
場合は、傍聴できません。 
　また、カメラや録音器などの持込みは制限されて
います。 
　なお、携帯電話については電源を切っていただくか、
マナーモードにするなど会議の進行に支障のないよ
うご協力ください。 


